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ブリティッシュコロンビア州（カナダ）における成年後見法と意思決定支援

はじめに

1　問題意識
　日本政府が 2014年に批准した国連・障害者権利
条約の第 12条は、締約国に代理人による意思決定

の廃止と意思決定支援などの代替制度の創設を義務
付けている⑴。日本では、2022年 3月に第二期成
年後見制度利用促進計画⑵が閣議決定され、そこで
は障害者権利条約に基づく審査の経過に留意しつ
つ、現行の成年後見制度の見直しに向けた検討がな
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Abstract
The Japanese government ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2014. The 

Convention obliges States parties to abolish substitute decision-making systems and create supported decision-
making systems. In its Concluding observations on the initial report of Japan published in October 2022, the United 
Nations Commission on the Rights of Persons with Disabilities recommended that Japan amend its Civil Code to 
abolish the substitute decision-making system and establish a supported decision-making mechanism. This is 
because Japan’s adult guardianship system stipulates automatic restrictions on the legal ability to act, and there is 
no clear substitute system for supported decision-making. Canada is a party to the Convention, and Canada’s sup-
port for decision-making is highly regarded internationally. This paper examines the contents of the supported 
decision-making system and the adult guardianship system in British Columbia, Canada, and the relationship 
between the two systems, in order to obtain an indication of the direction Japan should take as a treaty party.
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──────────────────
⑴　障害者権利福祉研究情報システム「一般的意見第 1号（2014年）第 12条：法律の前における平等な承認（2014年 5月 19
日版）」段落 7および 28（https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/crpd_gc1_2014_article12_0519.html）。
⑵　第二期成年後見制度利用促進計画（https://www.mhlw.go.jp/content/000917303.pdf）。
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されるとされた⑶。また、国連・障害者権利委員会
による統括所見が 2022年に公表された。
　同条約の審査は、2016年 6月の第 1回政府報告
書⑷、2019年 10月の障害者権利条約委員会からの
政府に対する質問事項⑸、2022年 5月の第 1回政
府解答⑹、および同年 8月の日本に対する建設的対
話という経緯で進められた。この審査過程において
は、代行決定許容説に立ち、成年後見制度が条約に
適合するとする日本の立場と、代行決定禁止説に立
ち成年後見制度が条約に適合しないという委員会の
立場が対立したままであった⑺。そして、2022年
10月の統括所見⑻において、日本は、意思決定を代
行する制度を廃止する観点から民法を改正するこ
と、および意思決定をする仕組みを設置することと
いう勧告を受けた⑼。
　当該統括所見を踏まえて、代行意思決定制度から
支援付き意思決定制度への転換が引き続き求められ
ていると解されている⑽。意思決定支援は、本人の
意思を引き出すための外部的な条件の整備が中核と
なるとされる⑾。次回の対日審査のための政府報告
書の期限は 2028年 2月であり、それまで、代理決
定制度がどのように用いられれば許容されるのか、
また意思決定支援とはどのような制度かの検討が必
要となると考える。

2　本稿の課題
　本稿では、意思決定支援の制度内容の検討および
意思決定支援との関係における代理制度の用いられ
方を検討課題とする。検討対象は、条約の締約国で
あるカナダのブリティッシュコロンビア州（以下、
BC州とする。）における成年者保護に関する法制
度とする。カナダは意思決定支援制度を有する国と
して国際的に評価されており⑿、BC州の意思決定

支援制度のひとつである代理契約協定法は、本人を
過度に侵害しない意思決定支援として紹介されてい
る⒀。BC州の意思決定支援制度の内容、および成
年後見制度と意思決定支援制度の関係を検討するこ
とで、条約締結国として日本が有すべき方向性への
示唆を得ることができると考える。
　本稿においては、具体的に、次の点を検討課題と
する。① BC州を中心とするカナダにおける意思決
定支援制度の変遷、② BC州における精神的能力と
障害の意義、③ BC州における意思決定支援制度の
内容、④ BC州における代理決定制度の内容、⑤
BC州における代理決定制度と意思決定支援制度の
関係、⑥ BC州における意思決定支援の意義であ
る。BC州は意思決定支援制度が注目される州であ
るが、本人保護のためには代理決定制度の存続も重
要である。そこで代理決定制度と意思決定制度の関
係性においては、代理決定を補充的に用いるという
結論を導くために、BC州の代理決定制度の検討も
本稿の課題とする。本稿における意思決定支援およ
び代理制度は、財産上の決定に関するものを検討対
象とする。意思決定支援制度の解明に重点を置きつ
つ、代理制度との関係も検討することで、障害者権
利条約の趣旨に即した成年者保護の法制度の提示に
つなげたい。

第1章　�カナダにおける成年後見制度の�
改正の動き

1　カナダにおける成年後見法
　カナダのすべての州は、成年後見法を制定してい
る。州ごとに差異はあるものの、カナダの後見法は、
次のような 4つの特徴を有しているとされる⒁。第
1に、公的な決定者が、本人の法的無能力または予
測される法的無能力を認めることである。公的な決

──────────────────
⑶　古谷真良「成年後見制度に関する障害者権利条約に基づく審査の経過」実践成年後見 103号（2023）26頁。
⑷　外務省「障害者の権利に関する条約 第 1回日本政府報告 （日本語仮訳）」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000171085. 

pdf）。
⑸　外務省「初回の日本政府報告に関する質問事項」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000546852.pdf）。
⑹　外務省「初回の日本政府報告に関する質問事項への日本政府回答」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100359146.pdf）。
⑺　川島聡「障害者権利条約 12条と第 1回対日審査」実践成年後見 103号（2023）33頁。
⑻　外務省「日本の第 1回政府報告に関する総括所見」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100448721.pdf）。
⑼　前掲 8・段落 28。
⑽　水島俊彦「障害者権利条約締約国審査の状況と統括所見を踏まえた成年後見制度・実務の方向性～権利条約 12条を中心に
～」実践成年後見 103号（2023）46頁。

⑾　上山泰「意思決定支援をめぐる近時の動向─成年後見制度との関係を中心にー」同志社法学 72巻 4号（2020）940頁。
⑿　WHO, World Report on Disability 2011, 138, available at https://www.refworld.org/pdfid/50854a322.pdf.
⒀　Hemma Mayrhofer, Modelle unterstützter Entscheidungsfindung, S. 4(2013), available at https://www.irks.at/.
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定者とは後見人を任命する裁判所か、または法定後
見の場合における指定の保険機関である。第 2に、
公的な決定者によって本人の無能力を証明する公的
な証明書が発行され、それが受領されることであ
る。第 3に、本人の無能力が確定した後に、公的な
決定者によって、成年後見人が任命されることであ
る。裁判所が任命する後見においては、公的な決定
者は、提案された後見人を受け入れるか、拒否する
か、または候補者の中から選択する。第 4に、裁判
所または「公的後見人および受託者協会（Public 
Guardian and Trustee）」による継続的な監督が行わ
れることである。
　カナダにおいて、成年後見に関する法律は、独立
して制定される場合と、事前計画手段に関する法律
とともに制定される場合がある⒂。「後見（guardian-
ship）」という語が用いられない場合もある。BC州
の「患者財産法（Patients Property Act⒃）」におい
ては、裁判所によって任命される保護者は、「com-
mittee」と表記される。本稿では、「guardian（後見
人）」と区別するために、「committee」を「管理人」
と表記する⒄。
　カナダは、すべての州または準州において、裁判
所が任命する後見方法を有している⒅。現在、カナ
ダにおける成年後見法は、伝統的なモデルと、改正
後の法モデルが混在している⒆。伝統的なモデルに
おいては、無能力であるとされた本人の代わりに決
定する者が任命される。改正後のモデルにおいて

は、決定に際して、本人を支援するための者が規定
に従い任命される。
　すべての州が代理決定制度を有しているが、意思
決定支援を規定する州は限られている。アルバータ
州⒇、サスカチュワン州㉑、マニトバ州㉒およびユー
コン準州㉓は、代理決定に加えて、意思決定支援
（assisted/supported decision-making）を規定してい
る。これらの州において、本人は、任命された共同
決定者（co-decision-maker）とともに決定を行う。
BC州の「成年後見法（Adult Guardianship Act）㉔」
は意思決定支援に関する部分を施行していない。
ユーコン準州の「成年者保護および決定に関する法
律（Adult Protection and Decision Making Act㉕）」
は、裁判所が意思決定支援者を任命することを許可
していないが、本人が意思決定支援協定を理解する
のであれば、同協定を締結することを許可してい
る。オンタリオ州の代理決定法（Substitute Decisions 
Act�）は、現時点で、意思決定支援を規定してい
ない�。

2　カナダにおける改正の動き
　カナダにおいて、成年後見制度改正の動きは、
1970年代半ばから伝統的な後見モデルであるパ
ターナリズムに対する反応として始まった。成年後
見法またはそれ以外の代理決定に関する法改正が、
カナダのすべての法管轄で行われてきた�。州ごと
に差異はあるが、法改正の特徴は次のとおりであ

──────────────────
⒁　Margaret Isabel Hall, Rethinking the Adult Guardianship Response: Mental Capacity and Vulnerability the Context of Dementia in 

Old Age, 16(2018), available at https://open.library.ubc.ca/media/stream/pdf/24/1.0371255/4.
⒂　成年後見法が事前計画的手段とともに規定されている具体例として、オンタリオ州の「代理決定法（Substitute Decisions 

Act, 1992, SO 1992, c 30）」、およびアルバータ州の「成年後見法および受託者に関する法律（Adult Guardianship and Trustee-
ship Act, SA 2008, c A-4.2）」がある。Ibid., at 17.
⒃　Patients Property Act (PPA), RSBC 1996, c 349.
⒄　訳語は、公的後見人および受託者協会のホームページ（https://www.trustee.bc.ca/Pages/default.aspx）を参照した。
⒅　Hall, supra note 14, at 17.
⒆　Ibid., at 17.
⒇　Adult Guardianship and Trustee Act, supra note 15.
㉑　The Adult Guardianship and Co-decision-making Act, SS 2000, c A-5.3. サスカチュワン州の意思決定支援に関しては、拙稿
「カナダにおける成年後見制度と意思決定支援の発展─サスカチュワン州法を中心に─」桐蔭法学第 28巻第 1号（2021）85
頁以下を参照されたい。
㉒　Vulnerable Persons Living With a Mental Disability Act, CCSM c V90.
㉓　Adult Protection and Decision Making Act, SY 2003, c 21, Sch A.
㉔　Adult Guardianship Act (AGA), RSBC 1996, c 6.
㉕　Adult Protection and Decision Making Act, supra note 23.
�　Substitute Decisions Act, 1992, S.O. 1992, c. 30.
�　Hall, supra note 14, at 18.
�　Ibid., at 30.
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る。すなわち、①手続きの公平性、ならびに権利保
護および自己決定の尊重、②事前計画文書の現代化
（例えば代理人の権限について）、③新しく、洗練さ
れた評価手続き、④後見人の義務の法的明確化、⑤
脆弱者または無能力者に対するネグレクトおよびセ
ルフネグレクトに対応する法的しくみ、⑥ヘルスケ
アの同意に関する法的しくみ、⑦「公的後見人およ
び受託者協会」または類似組織のための法的構造の
現代化である�。
　改正以前は、「精神的弱者（mental infirmity）」と
いう語が批判を受けてきた。精神的弱者は、基本的
に自己の財産を管理する能力を有しておらず、自己
の代わりに行動する後見人が任命されていた。後見
法の改正により、精神的弱者という診断は決定能力
または精神的能力の評価に置き換えられ、特定の決
定を行う本人の認識能力に焦点が置かれた。認識能
力に焦点を当てることによって、後見人の権限が制
限されると期待された。完全な後見は一般的ではな
くなり、より制限された代理決定が利用可能となっ
た。制限的な身上に関する後見は、マニトバ州、オ
ンタリオ州、サスカチュワン州、プリンスエドワー
ドアイランド州、BC州、ユーコン準州およびノー
スウェスト準州において規定されている�。
　成年後見に関するこのような改正は 1970年代か
ら始まり、自律を促進する制度としての再構築が模
索されてきた�。改革は広まり、医学的観点および
法学的観点の両側面における自律の優位性および烙
印の廃止が主張された�。
　1980年代における成年後見法の改正は、次の 4
つの要素から影響を受けた。①高齢化、②精神的な
障害を有する者をケアする公的機関の利用の減少、
③高齢者に対する虐待およびネグレクトの懸念の増

加、④「カナダにおける自由と権利の憲章（the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms）」である。
改正の動きは、アメリカ合衆国でも生じていた。ア
メリカ合衆国においては、成年後見制度は、認知症
の高齢者から財産を搾取する権限が与えられる制度
であるという認識が生じていた。1988年に開催さ
れたウィスコンシン州におけるシンポジウムが改正
の重要な契機となった�。
　この時期の改正において、成年後見制度の目的
は、障害者および高齢者の自律を保護することと設
定された�。後見人の権限は、個人の決定能力に応
じて決められることとなった。個人の決定能力は、
特定の決定の本質とその結果を理解する認識能力と
して定義された�。
　意思決定支援は、後見制度における代理決定の代
替策として同時期に登場した�。本人が他者の支援
があれば自ら決定できる場合において、様々な形態
の代替方法を規定することが意思決定支援として意
図された。意思決定支援は、代理決定と比較してよ
り制限的でなく、本人の自律を支援し、その個性を
尊重し、無能力という評価を回避すると考えられた。

3　アルバータ州の改正
　アルバータ州は、当時の改正モデルの重要な特徴
を反映した後見法を最初に可決した州である�。「成
年者援護法（Dependent Adult Act�）」は、後見人
を任命する要件として精神的無能力の特定ではなく
決定能力を導入し、部分後見を規定した。部分後見
が本人の必要性を満たさないと裁判所が判断した場
合において、完全後見が利用可能であった。同法に
より、本人は後見申請の書類の複写を請求できるよ
うになった�。また、この時に「公的後見人および

──────────────────
�　Jay Chalke, Canadian Trends: Guardianship in British Columbia and Other Provinces, at 10(2005), available at https://www.lawre 

form.ie/_fileupload/Speeches/July%20Uploads/05/Jay_Chalke.pdf.
�　Hall, supra note 14, at 31.
�　Sarah Burningham, Developments in Canadian Adult Guardianship and Co-Decision-Making Law, 18 Dal. J. Legal Studies, 138 

(2009).
�　Hall, supra note 14, at 32.
�　Marshall B Knapp, Reforming Guardianship Reform: Reflections on Disagreements, Deficits, and Responsibilities, 31 Stetson L 

Rev, 1047 (2002).
�　Ibid., at 1048.
�　Hall, supra note 14, at 33.
�　Ibid., at 34.
�　Ibid.
�　Dependent Adults Act, S.A. 1976, c. 63. 訳語は、三木妙子＝今井雅子＝鈴木尚子（訳）「アルバータ州の「成年者援護法」
（Dependent Adults Act）」比較法学 26巻 1号 240頁以下を参照した。
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受託者協会」が設立され、同組織は、家族および友
人が後見人の候補者とならない場合の最終的な候補
者となった�。

4　BC州の改正
　BC州では、1990年代に、後見およびその関連す
る法領域の包括的な改正が行われた。本人および制
度に関係する団体は、1989年に制度改正のための
プロジェクトを実施する会を結成した。同時に、政
府のワーキンググループも設立された。これら 2つ
の団体は、1992年に、「私たちはどう援助できるか」
というディスカッションペーパーを公表した。同年
秋には、立法を求めるディスカッションペーパーを
政府に提出し、政府はこれを受け入れた。
　この発案に基づき、1993年に成年後見法�、ヘ
ルスケア（同意）およびケア施設（入所）法�、公
的後見人および受託者協会に関する法律�が可決さ
れた。もっとも、法定後見に適用される成年後見法
は 2014年に施行されたが、成年後見法の一部は、
いまだに施行されていない。施行されていない部分
は、現行法の患者財産法と置き換わることが予定さ
れており、次のことを内容としている�。
・ 法定の財産管理制度（committeeship）を廃止し、
後見制度を裁判所による任命のみによって行うこ
と。
・ 本人の必要性の性質および程度に応じた決定者
（decision-maker）の類型。
・ 他の代替制度が本人の必要性を満たさない場合に
限られた裁判所による任命。
・ 個人の後見人の行いを監督する監督者。
・ 管理者も含めた後見制度に関する裁判所の審査。
　成年後見法第 2章がいまだに施行されない理由

として、次の点が指摘されている�。
・ 現行の財産管理制度を廃止することによって発生
する費用。
・ 代理に関する 3類型によって発生する費用。
・ 権限を決定するために発生する費用および複雑性。
・ 監督の実現可能性。
・ 能力の再評価および詳細な書類サービスに関する
費用。
・ 患者財産法を再検討する費用。
　現在に至るまで、BC州における裁判所によって
任命される形式の後見として、患者財産法が適用さ
れている。成年後見法のガイドラインは、本人の決
定能力の重視と後見人の権限の制限といった現代的
アプローチに基づいた適用を規定したが、法改正
は、実務への重大な変化をもたらさず、ほとんどの
ケースにおいて完全な後見命令が出ていた。この点
について、後見制度における無関心が指摘された�。
また、完全な後見が権限の範囲に関する代理人側の
混乱と将来的に必要となる権限拡大を回避する点
も、完全な後見への固執の一因とされた�。
　19世紀および 20世紀初頭の後見モデルが再検討
されても、精神的能力の減退の結果という後見制度
の本質は変わらなかった。この本質に対して、意思
決定支援という根本的な変化が生じた。この変化
は、障害者権利条約 12条に起因する�。

第2章　�ブリティッシュコロンビア州に�
おける成年後見制度

第1節　精神的能力と障害の意義
1　カナダにおける精神的能力
　現在、カナダにおいて統一的な精神的能力（men-
tal capacity）の定義は存在しない。州または準州は、

──────────────────
�　Ibid., 6(4).
�　Hall, supra note 14, at 35.
�　Adult Guardianship Act, S.B.C. 1993, c. 35. 現在は、Adult Guardianship Act, supra note 14。
�　Health Care (Consent) and Care Facility (Admission) Act, S.B.C. 1993, c. 48. 現在は、Health Care (Consent) and Care Facility 

(Admission) Act, R.S.B.C. 1996, c. 181.
�　Public Guardian and Trustee Act, S.B.C. 1993, c. 64. 現在は、Public Guardian and Trustee Act, R.S.B.C. 1996, c. 383。
�　Hall, supra note 14, at 36.
�　Public Guardian and Trustee of British Columbia (PGT), Court and Statutory Guardianship: The Patients Property Act and the 

Adult Guardianship Act (Part 2) An Updated Discussion Paper on Modernizing the Legal Framework, 9 (2005), available at https:// 
www.trustee.bc.ca/documents/general/Modernizing_Guardianship_2005.pdf.

�　Hall, supra note 14, at 37.
�　Leslie Salzman, Rethinking Guardianship (Again): Substituted Decision Making as a Violation of the Integration Mandate of Title 

II of the Americans with Disabilities Act, Cardozo Legal Studies Research Paper No. 282, 174(2009).
�　Hall, supra note 14, at 39.
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それぞれの定義または基準を有する。BC州では、
すべての成年者は、法的事務、財産事務、身上のケ
ア（personal care）、ヘルスケアに関する決定を行
う能力を有すると推定される�。能力を示すために、
本人は情報を理解し、決定の結果を認識する必要が
ある。この能力は一定ではなく、時間の経過ととも
に、健康上の問題などの理由で変動する。能力に関
する統一的な定義および規定が存在しないため、本
人の能力はその都度の法律および状況によって決定
される。これについては、次の判例がある。
【判例①】Starson v. Swayze（カナダ最高裁判所�, 
2003）�

【事案の概要】
　1985年以降、被告は米国とカナダの精神病院に
頻繁に入院し、双極性障害と診断されていた。直近
の入院の際に、医師は投薬による治療を提案した
が、被告は治療を拒否した。これに対して、医師は
被告が治療に関する決定能力がないと判断した。当
時のオンタリオ州の法律は、本人が治療への判断能
力を有しない場合には、本人の同意なしに治療する
ことを許可していた。これは治療に関する決定を行
うための情報を理解する能力の欠如が理由とされて
いた。被告は、オンタリオ州の委員会に対して不服
申立てをしたが、委員会は被告は判断能力を有しな
いと決定した。その後の第 1審および第 2審にお
いて、被告は治療同意に関する判断能力を有すると
された。
【判決】
　裁判所は、患者が提案された治療の性質と目的、
予測可能な治療の利益とリスク、利用可能な代替方
法、治療を受けない場合の結果を、患者が理解した
場合には、患者は治療に関して判断能力を有すると

し、患者の主張を認めた�。本件において、被告は
治療を受けた場合の結果を認識しており、治療によ
り本人の状態が改善する可能性が高まるのは推測に
すぎないとされた。

2　BC州における決定能力の推定
　BC州の成年後見法�は、すべての成年者が経済
的事務、身上のケアおよびヘルスケアに関して決定
を行う能力を有すると推定する�。BC州において、
成年者は 19歳以上の者である�。同法は、本人の
他者との意思疎通の方法は本人の決定能力に影響を
及ぼさないとする�。本人は、財産上の決定を行使
できると推定されるため、貯金、寄付または投資を
選択できる。これらの決定ができなければ、本人は
保護される権利を有する。

3　財産上の決定に関する選択肢
　BC州は、本人の財産管理に困難が生じる場合に
おいて、干渉程度の異なる意思決定支援および代理
決定を定めている。虐待およびネグレクトに関して
は、異なる調査方法が存在する�。
　BC州には、財産上の決定を行うために、次の制
度がある。
① 非公式なサポート：本人は、家族または信頼し

ている者から非公式の支援を受ける。
② 代理契約協定（representation agreement）�：本
人は、自己の代わりに財産的事務を決定する
か、決定する際の支援を受けるために、意思決
定支援者または代理決定者として代理人（rep-
resentative）を正式に任命できる�。

③ 財産のための代理権委任（power of attorney for 
finance and property）：家族、友人、信頼して

──────────────────
�　Health Care (Consent) and Care Facility (Admission) Act (HCCA), supra note 42, s 3; Power of Attorney Act (POAA), RSBC 

1996, c 370, s 11.
�　カナダの司法制度に関しては、「カナダの司法制度」（https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/01/14/gaikoku-shihou/）を参照した。
�　Starson v. Swayze, 1 S.C.R. No. 722 (2003).
�　Ibid., para. 80.
�　AGA, supra note 24.
�　Ibid., s 3(1).
�　Ibid., s 1.
�　Ibid., s 3(2).
�　Public Guardian and Trustee of British Columbia (PGT), A Guide to the Certificate of Incapability Process under the Adult Guard-

ianship Act, 16, 18 (2016), available at https://www.trustee.bc.ca.
�　Representation Agreement Act (RAA), RSBC 1996, c 405.
�　訳語は、北野誠「カナダ・ブリティッシュコロンビア州における成年後見制度と障害者の権利擁護」ノーマライゼーション
障害者の福祉 225号（2000年）を参照した。
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いる団体または例外的な状況があれば「公的後
見人および受託者協会」が本人の代わりに決定
を行うために、本人は正式に代理人（attorney）
を任命できる。持続的代理権委任�（enduring 
power of attorney）は、本人が無能力になった
場合でも代理人が行動することを許容する�。

④ 管理人（committee）または後見人（guardian）：
本人が財産に関する決定に支援を必要としてお
り、代理契約協定または代理権委任による代理
人が存在しない場合には、財産に関する管理人
または後見人が本人財産事務を決定するために
任命される。

4　BC州における障害
　障害を定義する法律はないが、BC州の人権裁判
所は、身体障害と精神障害の解釈の指針を次のよう
に述べている。
【判例②】Li v. Aluma Systems Inc（ブリティッシュ
コロンビア州人権裁判所、2014）�

【事案の概要】
　原告 Lは、2013年に解雇された際に、自らを解
雇した Aおよび Bに対し、身体障害を理由に差別
したとして訴えを提起した。カナダの自由と権利の
憲章は、13条 1項および 4項において、障害を理
由に雇用を拒否すること、および雇用の継続を拒否
することを禁止している。被告は、原告の障害の存
在を否定した。
【判決】
　Lは右手を負傷しているが、1日から 6日で仕事
に復帰できるとの医師の判断に基づき、裁判所は、
このような原告の状態は本質的に一時的であり、永
続的ではないとした�。原告の医学的状態は、身体
障害としての資格を与えられるほどの重症度、永続
性および持続性を欠いているとし、訴えを棄却した。

　精神障害は、本人の能力に影響を与える、または
影響を与えているとみなされる精神状態が含まれ、
学習障害、発達障害、うつ病および双極性障害が含
まれる。身体障害には、個人の能力に影響を与える、
または影響を与えているとみなされる身体的状態が
含まれる。具体的には、依存症、切断、ぜんそく、
にきび、糖尿病、がん、てんかん、高血圧、肥満、
運動障害、視覚障害および聴覚障害が含まれる。こ
れらの障害への配慮は、事案ごとに決定される�。

第2節　代理契約協定
1　代理契約協定の補充性
　BC州では、本人は自己の財産に関する決定能力
を有すると推定される�。代理契約協定法は、代理
契約協定の作成を本人に許容する。代理契約協定
は、1人または複数の代理人（representative）を、
本人（成年者）の身上のケア、ヘルスケア、財産管
理および法的事務を決定するために任命される。代
理契約協定の目的は次の 2点にある�。第 1に、成
年者である本人が自ら決定できなくなった場合にお
いて、ヘルスケア、身上のケア、財産管理またはそ
の他の問題に関して、いつ、だれが、どのように決
定するかを正式に決めることである。第 2に、本人
が自ら決定することができない場合には、だれが本
人を支援し、または決定するかを裁判所が決定する
ことを回避するための方法を本人に提供することで
ある。
　代理契約協定における代理人は、本人が独立して
決定できない場合にのみ、本人の代わりに決定でき
るとされる。これについては、次の判例がある。
【判例③】Begg (Guardian ad litem of) v. Begg（ブ
リティッシュコロンビア州高位裁判所、2013）�

【事案の概要】
　原告は認知症に罹患していた。原告は代理契約協

──────────────────
�　訳語は、坂本勉「カナダ・ブリティッシュコロンビア州における成年後見法および代理権委任法に関する研究」佛教大学社
会福祉学部論集 18 号 129頁以下（2022）を参照した。
�　POAA, supra note 49, s 10.
�　Li v. Aluma Systems Inc., B.C.H.R.T.D. No. 270 (2014).
�　Ibid., para 41.
�　Canadian Center for Elder Law (CCEL), CCEL Study Paper on Inclusive Investing: Respecting the Rights of Vulnerable Investors 

through Supported Decision-Making, 84 (2021), available at https://www.bcli.org/wp-content/uploads/CCEL_InclusiveInvesting_ 
V8-3_Print-Ready.pdf.

�　RAA, supra note 58, s 3(1).
�　Ibid., s 2.
�　Begg (Guardian ad litem of) v. Begg, B.C.J. No. 87 (2013).
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定を作成しており、娘 3人が訴訟代理人となった。
代理契約協定作成時において、原告の決定能力に問
題はなかった。被告も、原告の子であった。被告は、
2011年 12月 17日に原告を介護施設から連れ去り、
本人の意思に反して監禁したとして、訴訟が提起さ
れた。介護施設入居時点において、原告は法的能力
を欠いているとされた。
【判決】
　裁判所は一部認容、一部棄却とし、代理契約協定
が適用される場面について、次のように述べた。「代
理契約協定法第 2条は、本人の健康管理や身の回り
の世話、日常的な管理について、本人が自ら決定す
る能力、財政問題その他の問題に焦点を当てた方法
でこの法律の目的を定義している。私の見解によれ
ば、この定義において、代理契約協定で任命された
代理人は、本人が第 3条第 1項に規定されるよう
な事案において独立して決定することができない場
合にのみ、特定の問題に関して本人のために決定す
ることが許される�。」
　ここでは、代理契約協定における代理の補充性が
示されている。

2　代理契約協定における代理の種類
　代理契約協定は 2種類の代理を定めている。第 1
に代理契約協定法第 7条が規定する通常の代理契
約協定、第 2に、第 9条が規定する通常ではない
代理契約協定である。
　第 7条の代理契約協定で、本人は次の点の決定を
代理人に委ねることができる。すなわち、身上のケ
ア、日常の経済的事務、ヘルスケア、法律に関する
助言およびサービスを受け、弁護士に手続開始を指
示し、または本人に代わり法的手続きを行うことで
ある�。
　第 9条に基づく代理契約協定は、ヘルスケアと身
上のケアに関する事務を内容としており、財産に関
する決定を任務内容としていない�。身上のケアに

関しては、次のことを内容としている。すなわち、
本人がどこで誰と生活したいのか、働くべきかどう
か、本人の教育活動、社会的活動、職業的活動、本
人がだれと交友関係およびコンタクトをもつか、本
人の食事および衣類、代理契約協定に記載がある場
合におけるヘルスケアの受入れまたは拒否である�。

3　第7条の代理契約協定の作成に関する能力
　代理契約協定を作成する能力基準は、遺言を作成
するための能力または契約を締結するための能力よ
りも低いと考えられている�。本人は、第 7条にお
ける代理契約協定を作成するために、医師等による
能力評価を受ける必要はない。本人が契約の締結が
できず、またヘルスケア、身上のケア、法律に関す
る事務、財産管理事務ができなくても、本人は代理
契約協定法第 7条における代理契約協定を作成で
きる�。代理契約協定は、本人への制限が最も少な
い、正式な代替制度である。代理契約協定法は、代
理人を任命するための本人の能力を次の 4つの要
素を考慮して決定する�。第 1に、本人が、代理人
が代理すること、代理を支援すること、代理をやめ
ることを望むかどうかである。第 2に、本人が選択
および選好を示すことができ、他者に対する賛成お
よび反対の感情を示すことができるかどうかであ
る。第 3に、本人が代理契約協定を締結すること、
変更すること、または取り消すことを、代理人が本
人に影響を与える決定または選択を行うこと、また
は行わないことを意味すると理解するかどうかであ
る。第 4に、本人が代理人と信頼関係を有している
かどうかである。
　代理契約協定の作成能力と比較される遺言能力に
関しては、次のような判例がある。
【判例④】Laszlo v. Lawton（ブリティッシュコロ
ンビア州高位裁判所、2013）�

【事案の概要】
　2000年に作成された故人の遺言の有効性に異議

──────────────────
�　Ibid., para 37.
�　RAA, supra note 58, s 7(1).
�　Ibid., s 9(1).
�　CCEL, supa note 64, at 74.
�　Ibid., at 75.
�　RAA, supra note 58, s 8(1).
�　Ibid., s 8(2).
�　Laszlo v. Lawton, B.C.J. No. 337 (2013).
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を申し立てる訴訟が提起された。理由は、故人が遺
言能力を欠いていたことであった。原告は、故人の
姪と甥である。故人とその夫は、1950年代にハン
ガリーから移民としてカナダに移住しており、大規
模な果樹園を有していた。1975年に故人の夫の妹
家族がカナダに移住し、故人の土地で暮らし、果樹
園の作業に貢献した。故人は 1967年の遺言で財産
を夫に、それが不可能であれば夫の母親と妹に残す
とした。その後、故人の精神状態が悪化し、2000
年に書き直した遺言では、遺産を警察官および不動
産業者に残すとしていた。その遺言作成時におけ
る、故人の遺言能力が問題となった。
【判決】
　裁判所は、2000年の遺言作成時において故人は
認知症に罹患しているとして、遺言が無効であると
し、原告の訴えを認めた。その際、遺言能力につい
ては、次のように述べてた。すなわち、遺言者は、
遺言を作成するためには、①自分の財産の性質と範
囲、②自分の恩恵の自然な対象である人物、および
③作成している遺言規定を知るために十分な理解力
と記憶力を有している必要があり、かつ、これらを
相互に関連させて評価し、自分の財産の処分につい
て秩序だった欲求を形成することができなければな
らない�。
　また、同様に、代理契約協定の作成能力と比較さ
れる契約締結のための能力については、次の判例が
ある。
【判例⑤】Bank of Nova Scotia v. Kelly（プリンス
エドワードアイランド州高位裁判所, 1973）�

【事案の概要】
　原告は、約束手形の支払について被告に訴えを提
起した。被告側は、被告は手形作成時点において正
常ではない精神状態にあり、その意味と効果を理解
できない状態であり、原告は、被告の精神状態を
知っていたと主張した。

【判決】
　裁判所は一部認容一部棄却としたが、被告の主張
のほとんどが認められた。その際、被告の能力の状
態を認めるには、次のことが必要であるとされた。
すなわち、①約束手形に署名した時点で無能力で
あったこと、②精神無能力のために手形の用語を理
解することができず、合理的な判断を下すことがで
きなかったこと、③原告が、そのような被告の精神
的無能力を認識していたことである�。ここから、
契約を締結するには、契約締結時に契約に関する用
語および契約の効果を理解する能力が必要となると
考えられる。

4　代理人の義務
　代理契約協定における代理人は、本人の決定を支
援するか、本人に代わって決定を行う。支援または
代理に際して、代理人は、誠実かつ合理的に、注意
深く、権限の範囲内で行動する義務を有する�。代
理人は、本人の希望を尊重するために、本人と相談
しなければならない�。本人の希望を突き止めるこ
とができなければ、代理人は、本人の信条、価値観
または最善の利益を判断根拠とする�。投資に関し
て支援または決定を行う場合には、代理人は、専門
家に権限の一部またはすべてを与えることを許可さ
れている�。
　代理契約協定 7条のもとで活動する代理人は、次
の要件を満たして補償を受ける。すなわち、本人が
特別に補償を承認し、合意して金額を決定するこ
と、「ヘルスケア（同意）およびケア施設（入所）
法�」において、本人の補償に関する権限が無効で
はないこと、裁判所が代理人または監督者の申請に
より補償の申請を承認することである�。代理権委
任のもとにおいても、補償を許可する類似の要件が
存在する�。

──────────────────
�　Ibid., para. 188.
�　Bank of Nova Scotia v. Kelly, P.E.I.J. No. 7 (1973).
�　Ibid., para. 9.
�　RAA, supra note 58, s 16(1).
�　Ibid., s 16(2).
�　Ibid., s 16(4).
�　Ibid., s 16(6).
�　Health Care (Consent) and Care Facility (Admission) Act, supra note 42.
�　Ibid., s 26(1).
�　POAA, supra note 49, s 25(1).
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5　監督者の義務
　代理契約協定法において、監督者は代理人が義務
を果たしているかを監督する�。同法 7条または 9
条の代理契約協定を作成する場合において、本人
は、身上のケア、ヘルスケアまたは財産管理に関す
る決定を行う代理人の監督者を任命できる。7条に
基づいて作成する場合には、本人は、次の場合以外
には、監督者を任命しなければならない。代理人が
配偶者、公的後見人および受託者協会、信託会社、
もしくは信用組合である場合か、または本人が権限
を複数人の代理人に分散しており、権限を行使する
には全員が同意して行動しなければならない以外の
場合である�。監督者は本人を訪問して対話でき、
代理人の義務違反があれば、監督者は代理人に対し
て会計その他の記録の作成と報告を要求できる�。
監督者は、原則として報酬を受ける権限を有しな
い�。

6　財産事務の範囲
　代理契約協定において、代理人は財産管理に関す
るすべての事務を任務範囲とすることができる�。
その任務範囲には、銀行手続き、ローンに関する手
続き、年金の受給などの経済的利益の取得、金融機
関からの通知の受取、小切手および手形に関する手
続き、投資、税金、および慈善活動に関する寄付が
含まれる�。これらの活動を行う際に、代理人は本
人と同様に必要となる情報にアクセスする権利を有
する�。
　第 7条に基づいて任命された代理人は、次のこと
を行うことを許されていない。クレジットカードの
使用および更新、ローンの設定、不動産売買、担保
の設定、第三者の保証、本人の所有物の貸与または
譲渡、受益者の指定の取消しおよび変更、ならびに

本人に代わり取締役または役員として活動すること
である�。

第3節　代理権委任（power�of�attorney）
1　代理権委任の種類
　代理権委任には、①一般的な代理権委任（general 
power of attorney）と、②持続的代理権委任（endur-
ing power of attorney）がある�。どちらの代理権委
任も、本人は作成できる能力を有するうちに作成し
なければならない。代理権委任における代理人
（attorney）を任命する能力として、本人は作成する
書類の本質のおよび効果を理解することを要求され
る。代理権委任を作成するには、本人は、次のこと
を理解していなければならない�。
・ 本人が所有する財産とその価値。
・ 本人が扶養家族に対して負う義務。
・ 代理人が代理権委任に定められた条件で本人の財
産を代理できること。
・ 代理人が本人の財産を慎重に管理しないと、その
価値が低下する可能性があること。
・ 代理人が権限を濫用するおそれがあること。
・ 能力があれば、本人は持続的代理権委任を取り消
すことができること。

2　一般的な代理権委任
　一般的な代理権委任は、本人が信頼する者（代理
人）を任命する法的書類である。代理人は、本人の
指示により、または本人の代わりに財産事務を行
う�。代理権委任により、本人は一般的な代理権ま
たは特定の代理権を付与する�。一般的な代理権委
任においては、本人は財産事務に関する決定権を有
したままであり、決定する際に代理人からの支援を
受けることができる�。

──────────────────
�　RAA, supra note 58, s 20.
�　Ibid., s 12(1).
�　Ibid., s 20 (2), (4).
�　CCEL, supra note 64, at 76.
�　Ibid., at 76.
�　Representation Agreement Regulation (RAR), BC Reg 199/2001(RAR), s 2(1).
�　RAA, supra note 58, s 18(2).
�　RAR, supra note 91, s 2(2).
�　CCEL, supra note 64, at 78.
�　POAA, supra note 49, s 12(2).
�　Public Guardian and Trustee of British Columbia (PGT BC), supra note 45, at 11.
�　POAA, supra note 49, s 13(2).
�　CCEL, supra note 64, at 78.
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3　持続的代理権委任
（1）持続的代理権委任の効力
　持続的代理権委任は、一般的な代理権委任と同様
に、財産事務に関する権限を扱う。本人が決定の際
に支援を必要とするか、または決定に関して能力を
失っていても、持続的代理権委任は有効のままとな
る�。持続的代理権委任を作成する能力は、一般的
な代理権委任を作成する能力と同程度のものが要求
されており、代理契約協定法 7条における代理契約
協定を締結する場合よりも高い能力が必要とされて
いる。本人は、持続的代理権委任の中で、代理人が、
本人が能力有する間においても代理権を有するの
か、または代理人は本人が能力を有しない場合にお
いてのみ代理権を有し、その権限が持続するのかど
うかを決定しておかなければならない�100。
（2）権限の範囲
　本人は、一般的な代理権委任と同様に、持続的代
理権委任においても、代理人の権限の範囲を指定で
きる。権限として、請求書の支払い、税金の支払い、
銀行取引、投資の管理、および資産の売却が挙げら
れる�101。持続的代理権委任は、基本的にすべての財
産事務を行うよう作成されうるが、本人は代理人の
権限を特定の範囲に制限することができる。
（3）持続的代理権委任の開始
　持続的代理権委任の代理権限は、本人および代理
人が持続的代理権委任に署名をしたときに開始す
る�102。本人は、開始を望む時期またはきっかけとな
る出来事を指定できる�103。たとえば、医師が本人を
無能力と判断したときである。特定の出来事によっ
て代理権が開始する場合には、本人は、代理権が有
効となった後に、その出来事を確認する方法と人物
を記載する必要がある�104。公的後見人および受託者
協会によれば、代理人は本人が無能力でなければ行

動できず、本人が能力を有する間は本人に代わり発
言したり、支援する権限を有しないとされる�105。持
続的代理権委任が有効となっても、本人が能力を有
する場合には、本人は決定を行う権限を有し続け
る�106。
（4）持続的代理権委任の終了
　本人が持続的代理権委任を取り消すか、または死
亡する場合には、持続的代理権委任は終了する�107。
この他に、次の場合において、代理人の権限が終了
する。第 1に、持続的代理権委任の権限の継続が言
及されずに、婚姻または婚姻に類似する関係が終了
し、代理人がその配偶者であった場合、第 2に、持
続的代理権委任において、本人が記載した出来事ま
たは状況が発生したとき、第 3に、裁判所が終了を
命じた場合である。公的後見人および受託者協会が
後見人に任命される場合には、持続的配慮代理権の
効力は停止する�108。

4　持続的代理権委任における代理人の義務
　持続的代理権委任における代理人は、誠実かつ慎
重に行動するとともに、次のことを義務付けられて
いる。
・ 本人の希望、価値観、持続的代理権委任における
指示を考慮して、本人の最善の利益のために行動
すること�109。
・ 合理的な範囲で本人の財産をその身上ケアおよび
ヘルスケアの必要性を満たすことに用いるこ
と�110。
・ 持続的代理権委任に特段の記載がない限り、信託
法に従い本人の財産を投資すること�111。
・ 合理的な範囲内で本人の自律を促進し、本人に影
響を与える意思決定への本人の関与を促進するこ
と�112。

──────────────────
�　Ibid., at 78.
�100　POAA, supra note 49, s 14.
�101　CCEL, supra note 64, at 78.
�102　POAA, supra note 49, s 26(1).
�103　Ibid.
�104　POAA, supra note 49, s 26(2).
�105　CCEL, supra note 64, at 79.
�106　POAA, supra note 49, s 27(1).
�107　Ibid., s 30(4).
�108　Ibid., s 29(2).
�109　Ibid., s 19(2).
�110　Ibid., s19(3)(a).
�111　Ibid., s 19(3)(b).
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・ 本人の遺言において遺贈の対象となっている財産
を処分しないこと�113。
・ 合理的な範囲内で、本人の身の回りの物を本人が
自由に使用できるようにしておくこと�114。
　持続的代理権委任における代理人に関して、代理
人がその義務を理解し、受け入れることを確認しな
ければならないという要件は存在しない�115。この点
は、代理契約協定法第 7条と異なる。

第4節　財産に関する管理人および成年後見人
1　代理人付与の2つの方法
　本人が財産に関する決定に際して支援を必要とし
ており、代理契約協定、財産に関する代理権委任、
および持続的代理権委任が準備されていない場合に
は、財産に関する代理人が付与される�116。財産に関
する代理人の付与は、①成年後見法（the Adult 
Guardianship Act（AGA）�117）のもとにおける無能力
証明書の発行、または②患者財産法（Patients Prop-
erty Act（PPA）�118）のもとにおける裁判所による任
命のいずれかの方法で行われる。代理人の候補者と
して、家族、親しい友人、信頼する団体または BC
州の「公的後見人および受託者協会」が挙げられる。

2　成年後見法のもとにおける無能力の証明
（1）成年後見法の目的
　本人の財産管理能力が存在しない場合において、
代理契約協定、代理権委任または持続的代理権委任
における代理決定または意思決定支援の最終手段と
して、成年後見法は、財産に関する後見人の付与を
規定する�119。成年後見法は、能力の推定を規定して
いる�120。成年後見法の目的は、意思決定の結果とし
ての自傷の可能性または財産喪失の可能性から本人
を保護することである�121。同法は、虐待、ネグレク

トまたはセルフネグレクトのための支援および対応
も規定している。
　無能力証明書の発行を決定する際に、本人が希望
を述べることができない場合について、成年後見法
2条は、次のように規定する。
成年後見法第 2条
この法律は、次の原則に従って管理および解釈さ
れるものとする。
（a）  すべての成年者は、他者を害することなく、

自身の問題について決定を下すことができる
限りにおいて、自身が望むように生活し、支
援または保護を受け入れるか、または拒否す
る権利を有する。

（b）  すべての成年者は、自分自身または自己の経
済的事務に対応できない場合において、最も
効果的で、最も制限かつ介入が少ない支援ま
たは保護を受ける必要がある。

（c）  裁判所は、支援および支援の提供などの代替
手段が試されるか、慎重に検討されない限
り、後見人を要請されるべきでなく、また任
命すべきではない。

　また、成年後見法は最終手段であるということに
関して、次のような判例が存在する。
【判例⑥】A.H. v. Fraser Health Authority（ブリ
ティッシュコロンビア州高位裁判所、2019）�122

【事案の概要】
　Aは、39歳の女性であり、精神的な健康問題を
抱えていた。彼女には薬物乱用があり、母親その他
の家族と住んでいたが、虐待およびネグレクトを受
けていた。2016年 10月に、保険局は、Aが虐待を
受けており、清潔な衣類と十分な食料を与えられて
いないと報告を受けた。保険局は、成年後見法 59
条 2項 e�123に基づいて Aをその意思に反して拘束し

──────────────────
�112　Ibid., s 19(3)(c).
�113　Ibid., s 19(3)(d).
�114　Ibid., s 19(3)(e).
�115　RAR, supra note 91, Form1, Part2,1(e).
�116　CCEL, supra note 64, at 80.
�117　AGA, supra note 24, s 32.
�118　PPA, supra note 16, s 6(1).
�119　AGA, supra note 24, s 32.
�120　Ibid., s 3(1).
�121　Krista James & Laura Tamblyn-Watts, Understanding the Lived Experiences of Supported Decision-Making in Canada: Legal 

Capacity, Decision-Making and Guardianship, 18 (2014), available at Understanding the Lived Experience of Supported Decision 
Making – British Columbia Law Institute (bcli.org).

�122　A.H. v. Fraser Health Authority, B.C.J. No. 263 (2019).
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た。
　成年後見法 59条は、本人を病気、怪我、ネグレ
クトといった状況から保護するために、保険局が本
人の同意なしに緊急措置として介入することを認め
ている。Aは同意なく 2016年 10月から翌年 9月
まで拘束された。拘束されている間、Aは理由を知
らされることなく、外出を禁止され、電話とイン
ターネットの使用を制限され、9カ月間、弁護士と
の面会を禁止されていた。
　Aは、保険局は、成年後見法 59条 2項 eに基づ
いて長期間非自発的に自らを拘禁する権限を有しな
いと主張した。2016年 10月から翌年 9月までの拘
禁は違法であり、カナダの人権と自由の憲章 7条、
9条および 10条に違反するとした。
【判決】
　最高裁は、無期限の拘束は緊急措置ではないとし
て、成年後見法 59条 2項 eの権限に長期の同意な
い拘留は含まれないとし、原告の訴えを認めた。さ
らに、成年後見法の補充性について、次のように述
べている。「成年後見法は、障害を有する成年者の
自己決定と自律性を優先し、最終手段として、でき
る限り介入を最小限に抑える方法で、非自発的な措
置を課すという原則と推定に管理されている。これ
らの原則は、成年後見法 2条および 3条�124に現れて
いる。�125」
　このような目的は成年後見法の解釈に用いられ、
代理権委任といった他の法律には適用されない。し
かし、当該目的は、高齢者の自律を尊重するため、
そして最も侵害の少ない代理決定または意思決定支
援を用いるための指針となっている�126。

（2） 成年後見法のもとにおける公的後見人および受
託者協会の任命

　本人が財産事務に関して支援を必要としている
が、支援者を決める正式な準備をしていない場合に
は、成年後見法は、公的後見人および受託者協会を
財産後見人として任命することを規定している。本
人が支援を必要としているかどうかを決定するため
に、「公的後見人よび受託者協会」または保険機関
の職員は、医療従事者に対して本人の能力評価を依
頼する�127。医療従事者からの財産管理に関する無能
力の報告を受けて、保険機関の職員は、本人の無能
力証明書を発行する。無能力証明書を発行する場合
には、次のことを確認しなければならない。すなわ
ち、①本人が財産事務に関する決定を必要としてい
ること、②本人が当該決定に関して無能力であるこ
と、③本人が財産に関する法定後見人を必要として
おり、その任命から利益を受けること、④本人の必
要性が他の支援によって十分に満たされていないこ
と、⑤本人が持続的代理権委任によって代理人にす
べての権限を付与していないか、または付与されて
いたとしても代理人が義務を果たしていないことで
ある�128。
　無能力証明書が発行された時点で、BC州の公的
公証人または受託者協会は、成年後見法に基づいて
法定の財産後見人となる�129。法定の財産後見人は、
本人の財産事務および法的事務を行う権限を有す
る。本人または本人の代理人は、能力の再評価を請
求できる�130。

3　患者財産法に基づく裁判所の任命
　患者財産法は、裁判所が財産に関する管理人

──────────────────
�123　成年後見法 59条 1項「指定機関の者は、〔以下の場合には〕成年者の同意なしに第 2項のことを行うことができる。（a）本
人が明らかに虐待またはネグレクトされているか、（b）指定機関の者の意見において、次のことを遅滞なく行うために行動す
る必要があるか、（ⅰ）成年者の命を守るためか、（ⅱ）成年者の深刻な身体的危害または精神的危害を防止するか、または（ⅲ）
本人の財産を深刻な損害または損失を防ぐために、（c）成年者が明らかに拒否または同意を行うことができない場合。」

 　同法 59条 2項「1項に記載された状況において、指定された期間は以下の 1つまたはそれ以上のことを行うことができる。
〔（a）から（d）省略〕（e）成年者を危害から守るために、必要となるその他の緊急の措置を講じること。」〔　〕は訳注である。
�124　成年後見法第 3条「（1）反対のことが証明されるまでは、すべての成年者は、本人の身上のケア、健康のケアおよび財産に
関する事務の決定を行うことができると推定される。（2）その成年者の他者との意思疎通の方法は、前項で言及されている事
項に関して決定を行うことができないと判断する根拠とはならない。」
�125　A.H. v. Fraser Health Authority, supra note 122, para. 101.
�126　CCEL, supra note 64, at 81.
�127　AGA, supra note 24, s 32(1).
�128　Ibid., 32(3).
�129　Ibid., 32(4), (5).
�130　Ibid., 33(3).
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（committee）を任命する手続きを規定している�131。
患者財産法は、成年後見法の裁判所の任命による後
見に関する章が施行されれば、同章と置き換えられ
る予定である。
　BC州におけるすべての者は、患者財産法のもと
で管理人として裁判所に任命されることを申請でき
る�132。公的後見人および受託者協会も、申請ができ
る。本人は、可能である場合には管理人の候補者を
挙げることができ、任命しない理由が十分に存在し
なければ、裁判所は、この候補者を任命しなければ
ならない�133。
　財産に関する管理人を任命する際に、裁判所は、
本人が財産事務を行うことができないかどうかを確
認する�134。本人が財産事務を処理できないと判断す
る場合には、管理人の適性について判断する。任命
に際し、裁判所は管理人の権限を制限できる�135。
　公的後見人および受託者協会は、管理人として次
のことを任務とする。給付金の申請、収入の受取り、
請求書の支払い、サービスの契約、不動産の維持・
購入・売却、投資の管理、納税申告書の作成、扶養
家族への適切な供給および法的問題の対処であ
る�136。他方で、協会は、ヘルスケア、生活に関する
調整、婚姻または離婚、養子縁組、選挙の投票、遺
言の執行、刑事手続き、および移住に関する決定を
任務としていない�137。管理人は、本人およびその家
族の利益となるように財産管理を行わなければなら
ない�138。日常生活における必要性を維持する分を超
える金銭は、投資されるべきとされる�139。管理人は、

合理的な範囲で本人が意思決定に関与することを促
進しなければならない�140。

4　信託法における後見人の義務
　財産後見人は、「信託法（Trustee Act�141）」に規定
されている、本人の財産事務を管理するための基準
を遵守しなければならない�142。後見人および代理人
が投資の決定を行う場合には、慎重な投資家として
の注意および技術を用いなければならない。信託法
は、慎重な投資家の定義を規定していない。公的後
見人および受託者協会は、他州の基準を参考にし
て、解釈基準として次のことを示している�143。
・ リスクとリターンのバランスの取れたアプローチ
を行うこと。
・ 書面による投資戦略および計画を行うこと。
・ 資本を保護し、本人に対して自己が管理した事務
から得た収入を提供すること。
・ 適切かつ合理的なリスクとリターンの目標を立て
ること。
・ 投資の段階と種類が多様であるか確認すること。
・ 投資目的で請求される費用が適切かつ合理的か確
認すること。
・ 代理人（agent）への権限の譲渡は、慎重に行う
こと。
　管理人は、これらの点を踏まえて投資に関する決
定を行ったと示せばよいとされる�144。これらの基準
が遵守されていれば、後見人は投資についての責任
を負わない�145。後見人は、信託法に基づき、通常の

──────────────────
�131　Public Guardian and Trustee of British Columbia (PGT), An Introduction to Adult Guardianship in British Columbia, 2 (2016), 

available at Introduction_to_Adult_Guardianship.pdf (trustee.bc.ca).
�132　PPA, supra note 16, s 6(1).
�133　Ibid., s 9.
�134　CCEL, supra note 64, at 82.
�135　PPA, supra note 16, s 16.
�136　Public Guardian and Trustee of British Columbia (PGT), When the Public Guardian and Trustee is Committee: Client Information 

when the PGT is acting as Committee of Estate, 2 (2015), available at https://www.trustee.bc.ca/Documents/STA/When_the_PGT_ 
is_Committee.pdf.

�137　Ibid.
�138　PPA, supra note 16, s 18(1).
�139　CCEL, supra note 64, at 82.
�140　PPA, supra note 16, s 18(2).
�141　Trustee Act, RSBC 1996, c 464.
�142　Ibid., s 15.2.
�143　Public Guardian and Trustee of British Columbia (PGT), Managing investments as a private committee, 1-2 (2020), available at 

https://www.trustee.bc.ca/documents/PCS/Fact%20Sheet%20-%20FAQ.pdf.
�144　CCEL, supra note 64, at 83.
�145　Trustee Act, supra note 141, s 15.3.
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投資家が委託できる程度において、投資に関する権
限を代理人に委託できる�146。委託する場合において、
後見人は権限に制限を設定するなど、後見人に代
わって行動する代理人を慎重に選択する必要があ
る�147。

第3章　�ブリティッシュコロンビア州に�
おける意思決定支援

1　意思決定支援の概念
　カナダにおいて、意思決定支援の統一された定義
および広汎に受け入れられている理解は存在しない
と考えられている�148。意思決定支援の定義について
は様々な記述があり、定義は各州の法律用語、支援
者の役割の内容、および必要となる法的文書といっ
た要因によって異なる。支援者による支援の方法と
して、コミュニケーションの助言、言い換えおよび
説明、情報の収集、メモをとる、質問をする、決定
を支援するなどが挙げられている�149。
　意思決定支援は、一般的に代理決定の代替策と表
記される�150。法律には規定されていないが、意思決
定支援の一例として、次のことが想定されてい
る�151。
・ 決定に含まれる問題を理解すること。
・ 決定の結果を理解すること。
・ 意思決定に必要な適切な支援および情報にアクセ
スすること。
・ 本人の意見を表明し、必要な場合には通訳者とし
て行動すること。
・ 本人の希望を施設または個人にきいてもらうこと。
・ 個人または施設が、本人が必要性、権利、価値観
および目標を有していることを理解することを支
援すること。
　これらの支援方法は、本人が支援を受け取るとい

う観点からのみの方法であるとして、次のことを示
すことによっても、意思決定支援は実施できると考
えられている�152。
・ 本人の自主性と尊厳を尊重すること。
・ 本人の目標、価値観、選好を知ること。
・ 支援の時期と方法を知ること。
・ 本人との信頼関係を形成すること。
・ 支援者としての義務を果たし、その役割を自己ま
たは他者の利益のために利用しないこと。
・ 本人の決定を支援するために十分な時間を費やす
こと。

2　カナダにおける意思決定支援の起源
　カナダは、長年様々な能力を有して生きる人々の
権利を認識し、促進し、保護する取り組みを実施し
てきた。カナダは、意思決定に関する認識を変える
よう努力し、支援と意思決定能力をつなげることを
支持した最初の国であると言われている�153。20年以
上前から、カナダの障害者団体は、知的障害者の自
己決定を妨げる障壁を克服する方法として意思決定
支援を検討してきた�154。障害者が意思決定過程に参
加する能力を失うことおよび法的能力を失うことに
関するリスクの認識が高まり、障害と意思決定に関
する認識の変化が国家に対して主張された。
　意思決定支援は、人生の決定をどのように行うか
という慣行を反映している。誰もが様々な分野に関
する決定を行うにあたり、他人からの支援を必要と
しており、意思決定支援を必要とするのは、障害者
に限らないと認識されている�155。意思決定支援の目
標は、障害者がその生活において自身の主張を失う
リスクを軽減することである�156。すべての人に共通
である支援を、より支援が必要な人、または簡潔な
方法で意思疎通を行うことができない人の意思決定

──────────────────
�146　Ibid., s 15.5(2).
�147　Ibid., s 15.5(3).
�148　CCEL, supra note 64, at 106.
�149　Ibid.
�150　Canadian Centre for Elder Law (CCEL), Conversations about Care: The Law and Practice of Health Care Consent for People Liv-

ing with Dementia in British Columbia, 27 (2019), available at https://www.bcli.org/wp-content/uploads/2019/02/HCC_report-Final_ 
web_Mar-29-2019.pdf.

�151　CCEL, supra note 64, at 106.
�152　Ibid., at 107.
�153　Ibid.
�154　Ibid.
�155　Krista James & Laura Tamblyn-Watts, supra note 121, at 20.
�156　CCEL, supra note 64, at 108.
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に組み込むことは、平等な意思決定プロセスに関与
する機会を生み出すとされた。この認識を発展させ
ることは、パターナリズムから意思決定へ移行する
重要な変化とみなされた�157。

3　BC州における意思決定支援
（1）意思決定支援の取り組みの開始
　BC州の障害者団体は、1990年代に意思決定支援
の取り組みを開始した�158。当時の委員会は、最も効
果的で、制限が少なく、本人が烙印を押されること
のない支援または保護を受けるという権利に基づい
て、本人に支援または保護を提供する新しい方法を
提案した。目標は、新しい成年後見のための法律、
手続きおよび政策の基礎を形成することであっ
た�159。
（2）意思決定支援としての代理契約協定法の意義
　BC州の意思決定支援として考えられているの
は、代理契約協定法と持続的代理権委任である。代
理契約協定法は、意思決定支援として法的根拠を有
する最初の制度であると認識されている�160。同法で
は、裁判所を介さずに本人と代理人が協力して支援
の範囲と程度を決定する。同法は、支援を「サポー
ト（support）」ではなく「ヘルプ（help）」と表記し
ており、支援に関する定義を置いていない。支援者
は合理的な範囲で本人と相談して決定を行い、合理
的である以上、本人の希望に従うことを義務付けら
れている�161。代理契約協定法は、合理性の基準に関
する具体的なモデルおよび枠組みを示しておらず、
解釈の余地が残されている。すなわち、決定の状況
により、本人の指示または表明した希望、身上また
は価値感で判断され、これらが周知されていなけれ
ば本人の最善の利益が考慮される�162。
　また、代理契約協定法においては、代理契約協定

を作成する要件としての能力が低く設定された。こ
の点が他の意思決定支援と大きく異なる点であり、
BC州の意思決定支援へのアプローチの強みになる
と考えられている�163。代理契約協定は代理人を指名
して本人の希望を示すための、すべての成年者が利
用できる文書である。当該能力設定に対しては、肯
定的な反応と否定的な反応の両方が存在した。肯定
的な見解からは、「承認」という感覚または信頼に
よって特徴づけられる専門用語を用いる能力テスト
への移行は、立法を支援の輪の中に持ち込み、障害
を有する者との関与をもたらすとされた�164。批判的
な見解からは、これらの能力を評価することは困難
であり、虐待の可能性が高くなると主張された�165。
また、本人は、代理契約協定を作成する、取り消す、
または作り変えるというプレッシャーを意思決定支
援者から感じるかもしれない点、および代理契約協
定法 7条には、代理契約協定を弁護士または公証人
とともに作成するという要件が存在しないため、専
門家が本人の能力を判断する機会が与えられないか
もしれない点がリスクとして指摘された�166。
（3）意思決定支援としての持続的代理権委任の意義
　障害者権利条約の一般的意見によれば、多くの障
害を有する者にとって、事前に計画することは、重
要な支援方法である。事前に計画することにより、
本人は、後に能力を有しなくなった際に、自己の意
思および選好を伝えることができるからである�167。
持続的代理権委任を作成することは、本人が自己の
ために決定する者を任命できるため、障害者権利条
約 12条における支援にあたると考えられている�168。
（4） 代理契約協定および持続的代理権委任と後見の

関係
　代理契約協定および持続的代理権委任の目標は、
本人の意思決定における自律を促進し、成年後見法

──────────────────
�157　Ibid.
�158　Canadian Centre for Elder Law (CCEL), A Comparative Analysis of Adult Guardianship Laws in BC, New Zealand and Ontario, 7 

(2006), avalirable at https://www.bcli.org/sites/default/files/Comparative_Analysis_of_Adult_Guardianship_Laws.pdf.
�159　CCEL, supra note 64, at 109.
�160　Ibid.
�161　RAA, supra note 58, 16(2).
�162　Ibid., 16(4).
�163　Krista James & Laura Tamblyn-Watts, supra note 121, at 14.
�164　Ibid., at 17.
�165　Ibid.
�166　CCEL, supra note 64, at 110.
�167　障害者権利福祉研究情報システム「一般的意見第 1号」・前掲注 1・段落 17。
�168　CCEL, supra note 64, at 87.
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および患者財産法による能力制限を回避し、可能な
限り侵害の生じない手段を提供して、本人が代理人
のもとで財産を管理できるようにすることであ
る�169。
　持続的代理権委任により、本人は自己の財産を管
理する支援者または決定者を任命できる。本人は、
持続的代理権委任の性質および効果を理解できる限
り、持続的代理権委任を作成できる�170。本人は、自
分が能力のある間に、代理人が権限を行使できるか
どうかを示さなければならない�171。事前計画の利点
は、本人が能力を有するうちに代理人の権限の範囲
を決定できる点にある。本人が決定できない場合に
のみ代理人が権限を有することによって、支援者と
代理人の役割を必要に応じて切り替えることができ
る�172。
　本人が代理契約協定または持続的代理権委任を有
する場合には、患者財産法による「患者」であると
いう宣言を受けることなく支援を受け、または代理
決定が行われる。代理契約協定は、本人が患者財産
法のもとで「患者」と判断され、宣言されることで
終了する�173。もっとも、裁判所は、本人に無能力の
症状がみられても、代理契約協定が有効であると許
可することができる。これについては、次の判例が
ある。
【判例⑦】Dawes v. Dawes（ブリティッシュコロン
ビア州高位裁判所、2012）�174

【事案の概要】
　ハロルド（82歳）は、認知症のために、妻ジョ
イス（84歳）を財産および身上に関して無能力で
あると宣言し、自身を患者財産法に基づいて財産管
理人として任命するよう申請をした。この申請は、
かれらの子供であるジャネットによって反対され
た。その反対理由は、ジョイスがジャネットと代理

契約協定を締結していたからである。当該代理契約
協定は、ジャネットに対して重大な権限を与えてい
た。
【判決】
　裁判所は、ジョイスを認知症を理由として、身上
および財産管理について無能力であるとし、ハロル
ドおよびスーザン（娘）を身上および財産に関する
共同管理人（committee）として任命した。ジャネッ
トは、母親に関して自己の意見と異なる他者（家族
および専門家）の意見を受け入れず、母親の状況お
よび必要性を理解しているかどうか疑わしいとされ
た。このため、裁判所は、ジャネットが後見人とし
て適性を有さないと判断した。ハロルドは健康上の
不安を抱えていたが、ジョイスが施設に入居してい
ることからこの問題は重要視されなかった。ハロル
ドの年齢を考慮して、2人の代理人が任命された。
この際、裁判所は、代理契約協定の有効性について
次のように述べた。「裁判所が患者財産法 1条 b�175に
基づいて本人が患者であると宣言する患者財産法に
従い、本人によって作成されたすべての代理契約協
定は終了し、裁判所の裁量に服する。裁量権が行使
される場合には、患者財産法は、代理契約協定が引
き続き有効であることを許可する�176。」裁判所は、
①代理契約協定が締結された状況、②代理契約協定
の範囲、および③代理契約協定を終了する根拠等を
判断して、代理契約協定の有効性を判断すると考え
られている�177。
　裁判所は、患者財産法は本人に対する侵害が強い
法律であると考えている。これについては、次の判
例がある。
【判例⑧】Temoin v. Martin（ブリティッシュコロ
ンビア州高位裁判所、2011）�178

──────────────────
�169　Ibid.
�170　POAA, supra note 49, 12(1).
�171　Ibid., 14.
�172　CCEL, supra note 64, at 87.
�173　RAA, supra note 58, s 29(1)(h), PPA, supra note 16, ss 1, 19(b).
�174　Dawes v. Dawes, B.C.J. No. 1864 (2012).
�175　患者財産法 1条（b）「患者とは〔略〕この法律のもとで裁判官により次のように宣告された者をいう。（ⅰ）自己の事務を
処理する能力を有しないか、（ⅱ）自分自身のことを管理する能力を有しないか、または（ⅲ）自己の事務または自分自身の
ことを管理する能力を有しない〔者〕。」
�176　Dawes v. Dawes, supra note 174, para 58.
�177　CCEL, supra note 64, at 87.
�178　Temoin v. Martin, B.C.J. No. 2446 (2011).
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【事案の概要】
　Tは、父親Mが自分の事務処理ができないこと
を理由に、患者財産法の申請を行った。その際、T
は、Mの能力に関する医学的証明書を提出しなかっ
た。
【判決】
　裁判所は、能力に関する医学的証明書が提出され
ない場合には、患者財産法の申請は認められないと
した。そして、「患者財産法の要件は、無能力の認
定から生じる自由の深刻な制限を反映している。人
は無能力かそうでないかのいずれかとなり、患者財
産法はこの判断に取り組む単刀直入な手段とな
る�179」として、患者財産法が本人の自由の深刻な制
限を生じさせるとした。ここから、患者財産法は、
まれな状況においてのみ行使されるべきであると考
えられている�180。

おわりに

1　課題の検討
　「はじめに」で設定した課題を検討する。
① 課題 1：BC州を中心とするカナダにおける意
思決定支援制度の変遷について

　パターナリズムからの脱却という成年後見制度の
改正は、1970年代から始まった。成年者保護のた
めの代理決定制度に関する法改正が、すべての州お
よび準州で行われた。この時期の改正の特徴は、①
手続きの公平性、権利保護および自己決定の尊重、
②事前計画文書の現代化、③新しく、洗練された能
力の評価手続き、④後見人の義務の法的明確化、⑤
脆弱者または無能力者に対するネグレクト、セルフ
ネグレクトに対応する法的しくみ、⑥ヘルスケアの
同意に関する法的しくみ、⑦「公的後見人および受
託者協会」または類似組織のための法的構造の現代
化であった。
　1980年代おいても改正が行われた。この時期の
改正は、障害者および高齢者の自律を重視し、後見
人の権限は本人の決定能力に応じて決められるとす
るものであった。意思決定支援という考えは、代理
決定の代替制度としてこの時期に登場した。意思決
定支援は、代理決定と比較して本人に対する干渉が
少なく、無能力という評価を回避することが重視さ

れた。もっとも、このような考え方が出てきても、
後見制度の本質は変わらず、精神的能力が減退する
と、成年後見制度が用いられていた。これに対して、
まず意思決定支援を用いるという根本的な変化を生
じさせたのが、障害者権利条約 12条であった。
② 課題 2：BC州における精神的能力と障害の意義
　カナダにおいて、統一的な精神的能力の定義は存
在せず、州ごとの基準が存在する。BC州において
は、利用可能な代替策や治療を受けない結果を理解
する場合には、本人は治療に関して判断能力を有す
ると考えられている（判例①）。障害の定義も設け
られていないが、重症度、永続性および持続性を有
する場合に障害が認められると考えられている（判
例②）。
③ 課題 3：BC州における意思決定支援制度の内容

　意思決定支援制度として考えられている法制度
は、代理契約協定と持続的代理権委任である。
　代理契約協定は、本人が自ら決定できなくなった
場合において、ヘルスケア、身上のケア、財産管理
および法的事務を決定する代理人を任命する法律行
為である。代理契約協定により、裁判所が代理人を
決定することが回避されると考えられた。代理契約
協定には 2種類ある。同法第 7条に規定されてい
る代理契約協定を締結する場合には、代理人は、身
上のケア、日常の経済事務、ヘルスケア、ならびに
法律に関する助言およびサービスを受け、弁護士に
手続開始を指示し、または本人に代わり法的手続き
を行う権限を付与される。第 9条に規定されている
代理契約協定の代理人は、ヘルスケアと身上ケアを
行う。
　代理契約協定を締結するために要求される能力
は、遺言作成または契約締結のために必要とされる
能力よりも低い。遺言作成のための能力は、自己の
財産、相続人および遺言内容を理解し、自己の財産
処分について秩序ある意思を形成する能力と考えら
れている（判例④）。契約締結のために必要となる
能力は、契約締結時に契約に関する用語および効果
を理解する能力であるとされる（判例⑤）。代理契
約協定法に関する能力は、本人が代理を望むか、自
己の選択および選好を示し、他者に賛否を表明でき
るかどうか、代理人から受ける影響を理解するかど

──────────────────
�179　Ibid., para 55.
�180　CCEL, supra note 64, at 88.
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うかである。代理契約協定の代理人は、本人が独立
して決定できない場合にのみ、代理決定を行うこと
が許容される（判例③）。
　持続的代理権委任は、財産に関する権限のみを代
理人に付与し、本人が決定能力を失っても有効なま
まとなる。代理人の権限は、本人が代理人授与状に
署名したとき、または特定の出来事によって開始す
るため、裁判所は関与しない。持続的代理権委任を
作成する際の能力は、代理契約協定の締結よりも高
い能力が必要とされている。持続的代理権委任が有
効になっても、本人が決定能力を有していれば、本
人は決定を有効に行うことができる。
④課題 4：BC州における代理決定制度の内容

　BC州における代理決定に関する法律は、成年後
見法と患者財産法である。成年後見法は、自傷また
は財産喪失から本人を保護することを目的としてい
る。保険機関が無能力証明書を発行し、公的公証人
および受託者協会が法定の財産後見人として任命さ
れる。患者財産法のもとで、裁判所は、財産管理人
としてあらゆる者を任命することができる。
⑤ 課題 5：BC州における代理決定制度と意思決
定支援制度の関係

　BC州において、成年後見人の任命は補充的であ
り、成年後見法は 2条において、本人が最も制限の
少ない保護を受けるべきであると規定している。判
例においても、患者財産法は本人の自由に対して深
刻な制限を生じさせるものとされ（判例⑧）、成年
後見法は最終手段として用いられるべきであるとさ
れている（判例⑥）。本人が無能力となっても、代
理契約協定が引き続き有効であるとして患者財産法
の適用を回避することも可能である（判例⑦）。
⑥ 課題 6：BC州における意思決定支援の意義
　カナダにおいては、20年以上前から意思決定支
援に関する取り組みが行われており、意思決定支援
を支持した最初の国であるとされる。カナダにおけ
る統一的な意思決定支援の定義はなく、定義は州ご
とに異なり、一般的には代理決定の代替策と考えら
れている。意思決定支援の目標は、本人が自己の主
張を行う機会を失うことを回避することであり、こ
れは平等な意思決定プロセスへの参加に資すると考
えられている。

　BC州においては、1990年代から意思決定支援に
関する取り組みが開始された。1996年に持続的代
理権委任に関する法律が、2000年に代理契約協定
法が施行された。障害者権利条約は事前計画を重要
な意思決定支援と考えており、当該 2つの法律は条
約の趣旨に沿うものである。また、両法律の目的は
成年後見制度利用の回避であり、本人への侵害を必
要最低限にとどめ、本人の自律の確保にも資すると
考えられている。

2　�サスカチュワン州との比較および日本法への�
示唆

　カナダは州ごとに成年者保護に関する法制度を定
めている。BC州とサスカチュワン州�181を比較する
と、両州の共通点は、成年後見制度の利用が最終手
段であり、能力制限を生じさせない意思決定支援制
度の拡充を促進している点である。その根底には、
成年後見制度が本人の決定能力の制限を生じさせる
制度であるという認識と障害者権利条約の批准があ
る。サスカチュワン州は、同州の「成年後見と共同
決定に関する法律」において裁判所が成年後見人だ
けでなく、「共同決定者」を任命できる旨の規定を
設けている。一方で BC州は同州の成年後見法に裁
判所で任命される「共同決定者」の規定を設けてい
るが、その部分は主に費用および監督の問題でいま
だ施行されていない。この点が両州の差異が生じて
いる点であり、今後の BC州の動向が注目される。
　BC州から得られる日本法への示唆は、成年後見
制度が最終手段である旨が条文上明記されているこ
とと、意思決定支援の法制度化の拡充である。BC
州は成年後見法を一部施行していないため、いまだ
改革途中であると考えられるが、代理協定契約およ
び持続的代理権委任といった制度により、成年後見
人の任命は、最終手段と位置付けられている。代理
契約協定では作成要件となる本人の能力が低く設定
されており、この点は、オーストリアの「選任され
た成年者代理（オーストリア一般民法典 264条以
下）」�182と同様の傾向が見受けられる。日本も、障害
者権利条約の批准国として、成年後見制度の最終手
段化および任意後見制度を含む意思決定支援制度の
拡充および利用促進を進めるべきであると考える。

──────────────────
�181　拙稿・前掲注 21・85頁以下参照。
�182　拙稿「代理から援助へ─オーストリアの法改正から一考察─（1）」桐蔭法学 26巻 1号（2019）70頁。
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3　今後の課題
　カナダは 1990年代から意思決定支援に取り組
み、意思決定支援制度と本人の自律をつなげた最初
の国であるとされているが、すべての州が意思決定
支援制度を法制度化しているわけではない。BC州
においては、意思決定支援制度として代理契約協定
法と持続的代理権委任がある。特徴として、本人が
当該意思決定支援制度を利用する際に必要となる能
力要件の緩和と、事前計画という点が挙げられる。
特に本人が代理契約協定を利用するためには、代理
契約協定の作成の意味を理解しておけばよく、契約
締結能力が基準とされていない。両制度を利用する
ことにより、本人は、自らが決定できなくなった場
合に備えて、意思決定の支援者または代理人を決定
できる。これらの制度利用がなく、本人保護の必要
性がある場合に限り、成年後見制度の利用が許容さ
れる。
　今後の課題として、意思決定支援制度の利用状況
を調査するとともに、①代理契約協定の作成の能力
要件を緩和することで利用に問題が生じていない
か、②公的後見人および受託者協会は、成年者保護
の法制度にどのように関与しているのかを挙げる。
代理契約協定においては裁判所が関与しておらず、
能力要件が緩和されていることから、本人が制度利
用に際し他者の影響を受けやすいという懸念が生じ
る。濫用防止策も含めて、これに対する対応を検討
したいと考える。また、本人の利用を支援する組織
が必要となる。BC州には、「公的後見人および受
託者協会」という組織が存在し、成年後見法のもと
で、法定財産後見人として任命されている。また、
意思決定支援者としても活動していることから、当
該組織の活動内容を調査し、意思決定支援制度のさ
らなる把握を試みたい。

※ 脚注の URLの最終閲覧日は、すべて、2023年 9
月 25日である。

※ 本研究は、JSPS科研費 20K01406nの助成を受け
たものである。


